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第１章 計画策定の趣旨 

わが国は、戦後、高い経済成長と物質的な豊かさを実現したものの、その一方で、大量生産、

大量消費、大量廃棄型の社会経済・ライフスタイルの変化により、深刻なごみ問題、環境問題

が発生しました。今、私たちは、地球環境の保全、資源の保護の観点から事業活動やライフスタ

イルを見直し、地球環境に排出・蓄積する廃棄物をできるだけ少なくするために、ごみの減量化

を推進するのはもちろんのこと、リサイクル等資源の循環を基調とした「循環型社会」の実現を図

る努力が急務となってきています。 

このような中、平成２７年９月の国連サミットで SDGs（持続可能な開発目標）が採択され、廃

棄物関係では、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅

に削減することとされました。 

国内では、平成３０年６月に「第四次循環型社会形成推進基本計画」を閣議決定し、循環型

社会形成に向けた取組みが進められています。国内法においては、令和元年１０月より「食品ロ

スの削減の推進に関する法律（略称：食品ロス削減推進法）」、令和４年４月より「プラスチックに

係る資源循環の促進等に関する法律（略称：プラスチック資源循環法）」が施行されました。 

南部町（以下「本町」という。）においては、これまで、南部町一般廃棄物減量化計画に基づき、

住民・事業者・行政が連携して、ごみの発生抑制・再資源化、ごみの適正処理に関する取組み

を推進してきました。計画目標値として掲げた「家庭系可燃ごみ排出量」、「リサイクル率」は、概

ね目標を達成する状況にありますが、より一層の取組みが必要です。また、本町が含まれる鳥取

県西部圏域（米子市、境港市、日吉津村、大山町、南部町、伯耆町、日南町、日野町及び江

府町の２市６町１村。以下「西部圏域」という。）においては、ごみ処理施設の集約化の検討が進

められています。 

このような社会情勢を踏まえ、本町は、中長期的かつ総合的な視点に立った循環型社会の

実現を図ることを目的として、新たに南部町一般廃棄物処理基本計画（以下「本計画」という。）

を策定するものとしました。 
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本計画は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）」（以下「廃棄

物処理法」という。）第６条第１項に基づき、市町村において策定が義務付けられている計画で、

国の法律・計画、県の計画、西部広域行政管理組合の基本構想及び本町の関連計画と整合

させたものです。 

これまで、南部町一般廃棄物減量化計画に基づいて、ごみの発生抑制・再資源化、ごみの

適正処理に関する取組みを推進してきましたが、今後は本計画に基づいて実施していきます。 
 

◆図表１-１ 本計画の位置づけ 
 
 

 
 
 

本計画は、図表１-２に示すとおり、令和６年度を初年度とし、令和９年度に中間見直しを行い、

令和１３年度を目標年度とする計画です。 
 

◆図表１-２ 本計画の期間と目標年度 

 

環境基本法 環境基本計画

循環型社会形成推進基本法

廃棄物処理法 資源有効利用促進法

循環型社会形成推進基本計画

プラスチック資源循環法・容器包装リサイクル法・家電リサイクル法・食品ロス削減推進法・
食品リサイクル法・小型家電リサイクル法、建設リサイクル法、グリーン購入法など

国の法律・計画

第9次鳥取県廃棄物処理計画 南部町第２次総合計画

南部町温暖化防止実行計画

南部町の関連計画

など
鳥取県西部広域行政管理組合

一般廃棄物処理施設整備基本構想

南部町一般廃棄物
減量化計画

南部町一般廃棄物処理基本計画
（中長期計画）

南部町一般廃棄物処理計画書（各年度計画）

中間目標年度初年度

令和９年度
(2027年度)

令和６年度
(2024年度)

令和13年度
(2031年度)

計画目標年度
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本計画の対象となる廃棄物は、図表１-３に示すとおり一般廃棄物のうち、固形状のもの（ごみ）

である、家庭系ごみ、事業系ごみとします。なお、行政において処理・処分が困難であるものは、

処理対象外とし、これらの扱いは図表１-４のとおりとします。 

 

◆図表１-３ 本計画の対象廃棄物 
 
 

 

 

◆図表１-４ 本計画において対象外とするごみとその扱い 

 

 　　　　　の部分が本計画における対象

産業廃棄物

一般廃棄物

固形状のもの（ごみ）

液状のもの（生活排水）

　一般ごみ（家庭系ごみ、事業系ごみ）　 災害ごみ、漂着ごみを含む

　特別管理一般廃棄物（本町のごみ処理過程で発生するものを除く）
（PCB使用部品、埋立基準を超える焼却灰及び汚泥、集じん灰、
　感染性廃棄物）

生活雑排水（風呂や台所などからの排水）

　し尿（汲み取りし尿）及び浄化槽汚泥

（事業活動に伴い生じるごみの内、法令で定める20種類のごみ）

（産業廃棄物以外のごみ）

・・・占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないため
　　　不要になったもの　（放射性物質及びこれによって汚染されたものを除く）

廃棄物

区分 取り扱い 

家電リサイクル法 

対象品目 

家電 4 品目（テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機、エアコン）

は、販売店での引き渡しなどにより、資源化とする。 

パソコン 販売店での引き渡しなどにより、資源化とする。 

その他本町で指

定するもの 

以下のごみは、販売店もしくは専門の処理業者に引き渡すこととする。 

オートバイ、建設資材、農機具、油類、毒物、蓄電池、医療廃棄物、ド

ラム缶、自動車タイヤ、ガスボンベ、消火器など。 
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第２章 地域特性 

１-１ 位置・面積 

本町は、鳥取県西部に位置し、豊かな自然に恵まれた地域です。 

また、県下有数の古墳密集地帯で、大国主命の古事に由来する史跡・地名が多く見られ、

律令国家以前から豊かな文化が栄えた場所です。 

町の南側には、鎌倉山（７３１m）など日野郡に連なる山地、北側に手間要害山（３２９m）を挟

んで平地・丘陵地が広がり、水田地帯と町の特産物である柿・梨・いちじくなどの樹園地が形成さ

れています。 

 

◆図表２-１ 本町の位置 
 
 

 
 

  

南部町
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１-２ 気象 

本町の近隣に設置される「米子特別地域気象観測所」における気象観測値の概要を、図表

２-２に示します。対馬海流の影響により気温が比較的温暖な日本海岸式気候の山陰型に属し

ています。 

平年値について、降水量は１，７５７．２mm、平均気温は１５．４℃です。平成３０年～令和４年

の値と比較すると、降水量は令和元年、令和４年を除き平年値より多く、平均気温は全ての年

で平年値より高くなっています。 

 

◆図表２-２ 気象概要（米子特別地域気象観測所） 
 
 

 
 

区分

年月 日平均 日最高 日最低 　（年別推移（平成30～令和４年））

1,966.0 15.8 20.4 11.7

1,323.5 16.1 20.7 11.9

1,862.5 16.1 20.6 11.9

1,928.0 16.0 20.7 11.8

1,362.0 15.9 20.8 11.8

1月 95.0 4.5 8.5 1.1

2月 45.0 3.8 8.0 0.1

3月 101.5 10.0 15.1 5.3

4月 114.5 14.4 20.0 9.1

5月 24.0 18.8 24.6 13.3

6月 92.5 23.8 28.8 19.5

7月 243.5 27.3 31.7 24.2

8月 212.0 28.2 33.2 24.5

9月 182.5 24.0 28.3 20.3

10月 117.0 17.0 22.2 12.3

11月 40.5 13.6 19.2 8.8

12月 94.0 5.8 9.7 2.5

1,757.2 15.4 19.8 11.3

資料：気象庁HP（米子特別地域気象観測所）

（月別推移（令和４年））

【平年値】
　H3～R2
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２-１ 人口 

本町における過去２０年間（平成１２年～令和２年）の人口は減少しており、令和２年１０月１

日現在１０，３２３人となっています。年代別には６５歳以上の人口が全体の３８％を占めており、

鳥取県の平均値と比較して、少子高齢化が進行しています。 

 

◆図表２-３ 人口 

（人口の推移） 

 

（年代別人口割合（令和２年）） 

 

資料：国勢調査  

 

  

12,210 12,070 
11,536 

10,950 
10,323 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

平成12年 平成17年 平成22年 平成27年 令和2年

（人）

11%

13%

51%

55%

38%

32%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

南部町

鳥取県

0～14歳 15～64歳 65歳以上
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２-２ 産業 

産業別就業人口の割合は、「医療・福祉」が１７．７％と最も多く、次に「製造業」が１６．９％、

「卸売業・小売業」が１２．２％、「農業、林業」が１１．３％と続いています。 

第３次産業の割合が６２．４％と最も多く、第２次産業が２６．３％、第１次産業が１１．３％、と

なっています。 

 

◆図表２-４ 産業別就業者数とその割合 

 

資料：令和２年国勢調査 

 

 

第1次産業

615

(11.3%)

第2次産業

1,429

(26.3%)

第3次産業

3,394

(62.4%)

農業、林業

614 (11.3%)

漁業 1 (0.0%)

鉱業・採石

業・砂利採取

業 2 (0.0%)
建設業 510

(9.4%)

製造業 917

(16.9%)

電気・ガス・熱供給・

水道業 10 (0.2%)

情報通信業 51

(0.9%)

運輸業，郵便業

264 (4.9%)

卸売業，小売業

662 (12.2%)

金融業，保険業

85 (1.6%)

不動産業，物品賃貸

業 36 (0.7%)

学術研究，専

門・技術サービス

業 132 (2.4%)

宿泊業，飲食

サービス業 214

(3.9%)

生活関連サービ

ス業，娯楽業

175 (3.2%)

教育，学習支援

業 177 (3.3%)

医療，福祉 964

(17.7%)

複合サービス事

業 66 (1.2%)

サービス業（他に

分類されないも

の） 390 (7.2%)

公務（他に分類さ

れるものを除く）

168 (3.1%)
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第３章 ごみ処理基本計画 

１-１ ごみの分別 

本町の家庭から発生したごみ（以下「収集ごみ」という。）の分別種類は９種１６分別です。収

集しないごみは、専門の処理業者又は販売店などによる引き取りを原則としています。 

 

◆図表３-１ ごみの分別区分 

 

 
 

  

種類 分別区分 対象物

（１）可燃ごみ ①可燃ごみ 生ごみ、くつ、皮製品、ゴム製品、庭木の枝など

（２）不燃ごみ ②不燃ごみ
電球、カミソリ、ガラス、小型の家電製品、カサ、茶碗、ビデオテー
プ、スプレー缶など

③不燃粗大ごみ
石油ストーブ、トタン、自転車、ねこ車、ゴルフクラブ、スキー板、
事務用机など

（３）古紙類

⑧小雑紙
概ねハガキより小さな紙（名刺、ハガキ、レシート、シュレッダーし
た紙、紙コップ、封筒など）

（４）ビン・缶類 ⑨ビン・缶類
空ビン(ジュース、日本酒・醤油の一升ビン、地ビールのビンなど)、
空缶(ジュース、ビール、缶詰など)

⑩再利用ビン
国産の大手メーカのビール(アサヒ、キリン、サッポロ、サントリー)の
小・中・大ビン

（５）プラスチック類 ⑪ペットボトル ペットボトル１のマーク　　　　があるもの

⑫発泡スチロール・
　軟質プラスチック

発砲スチロール、レジ袋、卵パック、菓子袋、インスタント食品・冷
凍食品などの袋、プラモデル等のプラスチックのみのものでハサミ
で切れる程度のもの、ＣＤ・ＤＶＤ及びケース

（６）乾電池 ⑬乾電池 マンガン電池、アルカリ電池

（７）蛍光管 ⑭蛍光管 蛍光管 （ＬＥＤ、電球を除く）

（８）木質類 ⑮剪定枝 剪定枝、枝葉、竹、ハデ木、木製家具（金具を外したもの）

（９）布類 ⑯布類・布団 衣類、布団、毛布、シーツ、タオル、座布団、じゅうたんなど

④新聞・チラシ

⑤ダンボール・箱

⑥牛乳・紙パック（500ml以上）

⑦雑誌・雑紙・包装紙等
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１-２ ごみの処理 

（１）ごみの収集体制 

家庭から分別して出されたごみは本町が委託する業者が収集しています。事業活動に伴って

発生したごみは許可業者が施設へ搬入しています。ごみ収集体制及びごみ処理手数料は以下

のとおりです。 
 

◆図表３-２ ごみの収集体制及びごみ処理手数料 

（ごみの収集体制） 

 

（ごみ処理手数料） 

 
 

種類 分別区分 収集頻度
収集運搬

体制
ごみの出し方

（１）可燃ごみ ①可燃ごみ 毎週２回
可燃ごみの指定袋で指定場所
に出す。

（２）不燃ごみ ②不燃ごみ 透明の袋で指定場所に出す。

③不燃粗大ごみ そのまま指定場所に出す。

（３）古紙類 ④新聞・チラシ

⑤ダンボール・箱

⑥牛乳・紙パック
（500ml以上）

⑦雑誌・雑紙・包装紙等

⑧小雑紙 毎月２回

（４）ビン・缶類 ⑨ビン・缶類

⑩再利用ビン

（５）プラスチック類 ⑪ペットボトル

⑫発泡スチロール・
　軟質プラスチック

毎月２回

（６）乾電池 ⑬乾電池

（７）蛍光管 ⑭蛍光管
箱に入れずに指定場所に出
す。

（８）木質類 ⑮剪定枝 -
㈱T・M・Sリサイクル施設へ
直接搬入する。

（９）布類 ⑯布類・布団 ２か月に１回
布類ごみの指定袋で指定場所
に出す。

年４回

毎月１回

委託

種類ごとにひもでしばり、指
定場所に出す。

透明の袋で指定場所に出す。

毎月１回

収集ごみ 直接搬入ごみ

可燃ごみ
指定袋（大 40ℓ）：30円/枚
指定袋（中 30ℓ）：25円/枚
指定袋（小 20ℓ）：20円/枚

家庭系：100円/10kg
事業系：200円/10kg

不燃ごみ、ビン・缶類
プラスチック類（ペットボトル）

－
家庭系：178円/10kg
事業系：178円/10kg

布類 指定袋（40ℓ）：20円/枚 －
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（２）ごみ処理の流れ 

可燃ごみは、南部町・伯耆町清掃施設管理組合（クリーンセンター）にて焼却処理され、主

灰・飛灰は路盤材に利用されています。不燃ごみ、古紙類、ビン・缶類、プラスチック類（ペットボ

トル）は、鳥取県西部広域行政管理組合（リサイクルプラザ）で破砕・選別等を行い、資源回収

を行っています。プラスチック類（発泡スチロール・軟質プラスチック）、乾電池、蛍光管、木質類、

布類はそれぞれ民間事業者に引き渡して資源化しています。リサイクルプラザで排出される不燃

残渣は、民間施設で埋立処分しています。 

 

◆図表３-３ ごみ処理の流れ 

 

　（９）布類

　（８）木質類

　（７）蛍光管

　（６）乾電池

　（５）プラスチック類

　（４）ビン・缶類

　（３）古紙類

　　（２）不燃ごみ

　　（１）可燃ごみ
主灰・飛灰

最終処分場

南部町・伯耆町清掃
施設管理組合

（クリーンセンター）

鳥取県西部広域
行政管理組合

（リサイクルプラザ）

　 可燃ごみ

　 不燃ごみ

不燃残渣
　 不燃粗大ごみ

路盤材に利用

　 新聞・チラシ

　 ダンボール・箱

　 牛乳・紙パック
　　（500ml以上）

　 雑誌・雑紙・包装紙等

　 小雑紙

　 ビン・缶類

　 再利用ビン

　 ペットボトル

　 発泡スチロール・
　　　軟質プラスチック

　 乾電池

　 蛍光管

　 剪定枝

　 布類・布団

民間事業者

再利用

資源物

資源物



 

11 

（３）ごみ処理施設の概要 

本町が排出するごみを処理するごみ処理施設の概要は、次のとおりです。 

 

◆図表３-４ ごみ処理施設の概要 

 

（ごみ焼却施設） 

施 設 名 南部町・伯耆町清掃施設管理組合  クリーンセンター 

所 在 地 鳥取県西伯郡南部町法勝寺２２番地１ 

敷 地 面 積 約６，５５０ｍ２ 

竣 工 年 月 平成７年３月 

処 理 能 力 ２４ｔ/１６h 

処 理 方 式 ストーカー式  

炉 型 式 機械化バッチ 

 

（リサイクルプラザ） 

施 設 名 鳥取県西部広域行政管理組合  リサイクルプラザ 

所 在 地 鳥取県西伯郡伯耆町口別所６３０番地 

敷 地 面 積 約１６，５００ｍ２ 

竣 工 年 月 平成９年３月 

処理能力 

不 燃 ごみ・不 燃 粗 大 ご

み処理設備  
２４．５ｔ/５h 

資源ごみ処理設備  １０．０ｔ/５h 

ペットボトル処理設備  ２．０ｔ/５h 

処理方式 

不 燃 ごみ・不 燃 粗 大 ご

み処理設備  
手選別、破砕機、磁選機、アルミ選別機、粒度選別機  

資源ごみ処理設備  手選別、磁選機、アルミ選別機、圧縮成形  

ペットボトル処理設備  手選別、圧縮成形  

 

（最終処分場） 

施 設 名 環境プラント工業一般廃棄物第２最終処分場  

所 在 地 鳥取県米子市淀江町小波地内  

埋 立 面 積 ３１，８２５ｍ２ 

埋 立 容 量 ４８９，６５７ｍ３ 

竣 工 年 月 平成５年９月 

水 処 理 設 備  生物処理、凝集沈殿処理、砂ろ過処理、プレフィルター、

逆浸透法(RO 法)、滅菌処理 

処理能力：１２０ｍ３/日 
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１-３ ごみ総排出量の推移 

本町におけるごみ総排出量の推移は図表３-５に示すとおりで、平成２６年度をピークに概ね減

少傾向にあります。令和４度におけるごみ総排出量は２，８２８トンで、家庭系が約７６％、事業系

が約２４％を占めています。また、ごみの種類別には、可燃ごみが全体の約７３％と最も多く、次

に資源ごみ、不燃ごみと続いています。 

 

◆図表３-５ ごみ総排出量の推移 

（家庭系、事業系ごみの内訳） 

 
（ごみ種類ごとの内訳） 
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１人１日当たりのごみ排出量（以下「排出原単位」という。）の推移は図表３-６に示すとおりで

す。排出原単位は、平成２８年度をピークに減少し、令和元年度以降は横ばい傾向にあり、令和

４年度において７５２．０g/人・日です。令和３年度の排出原単位は７４０．７g/人・日であり、鳥

取県平均１，０００．７g/人・日と比較して少ない量になっています。 

 

◆図表３-６ 排出原単位の推移 

（排出原単位の推移） 

 

（鳥取県市町村の排出原単位（令和３年度） 
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１-４ 資源化量の推移 

本町の資源化量は概ね１，０００トン前後、リサイクル率は３０％前後を推移しています。令和４

年度の資源化量は９３１トン、リサイクル率は３２．７％であり、その内訳として最も多いのは中間処

理後再生利用量※１で、次に直接資源化量※2、集団回収量※3 と続いています。 

中間処理後再生利用量の内訳としては、焼却灰・飛灰のセメント原料化が最も多く、次に紙

類(紙パックを除く)、固形燃料（RPF）が続いています。焼却灰・飛灰のセメント原料化量は横ば

い傾向にあり、紙類(紙パックを除く)は減少傾向にあります。なお、固形燃料（RPF）は、軟質プラ

スチック類、布類が資源化されていることを示しており、近年増加傾向にあります。 

直接資源化量の内訳は紙類で、平成２８年度をピークに減少傾向にあり、集団回収量も減少

傾向にあります。 
 

◆図表３-７ 資源化量及びリサイクル率の推移 

（資源化量及びリサイクル率の推移） 

 
（鳥取県市町村のリサイクル率（令和３年度）） 
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◆図表３-８ 資源化量の内訳 

（中間処理後再生利用量の内訳） 

 
 

（直接資源化量の内訳） 
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※１ 中間処理後再生利用量 

可燃、不燃、粗大ごみなどの処理後、金属、ガラス類などを回収し、資源化した量。 

※２ 直接資源化量 

資源化を行う施設を経ずに、直接、再生業者などに搬入した量。 

※３ 集団回収量 

町が実施する資源回収とは別に、自治会、PTA などが自主的に回収した量。 
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１-５ ごみ処理経費 

本町のごみ処理及び維持管理費は、令和４年度において約１億８，０００万円です。令和３年

度における住民１人あたりの費用は約１６，０００円、ごみ１トンあたりの費用は約６０，０００円とな

っています。 

 

◆図表３-９ ごみ処理及び維持管理費の推移 

（ごみ処理及び維持管理費の推移） 

 

（鳥取県市町村のごみ処理及び維持管理費（令和３年度）） 
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１-６ ごみ処理評価 

「１人１日当たり排出量（ごみ総排出量）」、「１人１日当たり排出量（家庭系ごみ排出量）」、「リ

サイクル率」、「最終処分率」、「１人当たりごみ処理経費」の５つを指標として、令和３年度におけ

る本町の値と、鳥取県平均、全国平均を比較して評価しました。鳥取県平均値、全国平均値を

それぞれ１００として本町の値を指数化し、レーダーチャート図として示しました。レーダーチャート

に示される五角形が大きいほど良好な状況にあることを示します。 

本町において、「１人１日当たり排出量（ごみ総排出量）」、「リサイクル率」、「最終処分率」は、

鳥取県平均、全国平均と比較して良好な状況にあります。「１人１日当たり排出量（家庭系ごみ

排出量）」は、鳥取県平均と比較すると同等で、全国平均と比較すると良好な状況にあります。

一方、「１人当たりごみ処理経費」は、鳥取県平均と比較すると良好ですが、全国平均と比較す

ると下回っています。 
 

◆図表３-１０ ごみ処理評価 
 

 
※指標値は令和３年度実績で、一般廃棄物処理実態調査結果を採用。 

指数は、以下の算定式による。 

（１人１日当たりごみ排出量、最終処分率、１人当たりごみ処理経費） 

指数＝（1－（実績値－全国平均または県平均）/全国平均または県平均）×100 

（リサイクル率） 

指数＝（1＋（実績値－全国平均または県平均）/全国平均または県平均）×100 

※最終処分率＝最終処分量/ごみ総排出量 

※ごみ処理経費は、建設改良費、処理及び維持管理費、その他のうち、毎年のごみ処理経費として継続して必要と

判断される処理及び維持管理費とした。１人当たりごみ処理経費（鳥取県、全国）は、市区町村及び一部事務組

合・広域連合を合計した経費とした。 
 

（ごみ処理の評価（レーダーチャート）） 

 

令和3年度 指数

本町 鳥取県 全　国 鳥取県 全　国

1人１日当たり排出量
（ごみ総排出量）

グラム/人・日 740.7 1,000.7 890.0 126 117

1人１日当たり排出量
（家庭系ごみ排出量）

グラム/人・日 574.0 573.4 635.6 100 110

リサイクル率 ％ 32.9 28.5 19.9 116 165

最終処分率 ％ 3.7 6.2 8.7 140 157

1人当たりごみ処理経費 円/人 16,171 17,502 14,772 108 91
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１-７ ごみ処理行政の動向 

（１）循環型社会形成推進基本計画 

大量生産、大量消費、大量廃棄型の社会のあり方や国民のライフスタイルを見直し、社会に

おける物質循環を確保することにより、天然資源の消費が抑制され、環境への負荷の低減が図

られた「循環型社会」を形成するため、平成１２年６月に「循環型社会形成推進基本法」が公布

され、平成１３年１月に施行されました。 

この法律では、対象物を有価・無価を問わず「廃棄物等」として一体的にとらえ、製品等が廃

棄物等となることの抑制を図るべきこと、発生した廃棄物等についてはその有用性に着目して

「循環資源」としてとらえ直し、その適正な循環的利用（再使用、再生利用、熱回収）を図るべき

こと、循環的な利用が行われないものは適正に処分することを規定し、これにより「天然資源の消

費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される社会」である「循環型社会」を実現することと

しています。 

また、同法では、政府において、循環型社会の形成に関する基本的な計画として、「循環型

社会形成推進基本計画」を策定することを規定しています。この計画は、循環型社会の形成に

関する政策の総合的、計画的な推進を図るための中心的な仕組みとなるものであり、平成３０年

６月に閣議決定した「第四次循環型社会形成推進基本計画」では、国の取組みの基本的な方

向や一般廃棄物の減量化に関する数値目標を次のとおりとしています。 

 

◆図表３-１１ 「第四次循環型社会形成推進基本計画」における基本的方向と数値目標 

＜循環型社会形成に向けた取組みの中長期的な方向性＞ 

・ 持続可能な社会づくりとの統合的な取組み 

・ 地域循環共生圏形成による地域活性化 

・ ライフサイクル全体での徹底的な資源循環  

・ 適正処理の推進と環境再生 

・ 災害廃棄物処理体制の構築 

・ 適正な国際資源循環体制の構築と循環産業の海外展開  

・ 循環分野における基盤整備 

＜数値目標＞ 

指標 数値目標 目標年次 

１人１日当たりのごみ排出量 約 850 グラム/人/日 令和７年度 

１人１日当たりの家庭系ごみ排出量 

（集団回収量、資源ごみ量等を除く） 
約 440 グラム/人/日 令和７年度 

事業系ごみ排出量 約 1,100 万トン/年 令和７年度 
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（２）第９次鳥取県廃棄物処理計画 

鳥取県では、令和２年３月に「第９次鳥取県廃棄物処理計画（令和元～５年度）」を策定して

おり、一般廃棄物処理の目標を以下のとおり掲げています。 

 

◆図表３-１２ 「第９次鳥取県廃棄物処理計画」における目標値 

指標 令和５年度目標値 

ごみ排出量（１人１日当たり排出量） １９３千トン（９６５グラム/人・日） 

リサイクル率 ３３％ 

最終処分量（割合） １２千トン（６．２％） 

 

（３）鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想 

西部圏域では、運営する一般廃棄物処理施設の老朽化が進行し、処理残渣の最終処分を

行っている民間の最終処分場も最終処分期限が近づいていることから、長期的に施設の集約

化等の抜本的な対策を講じるため、「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設

整備基本構想」を令和３年８月に策定しています。 

西部圏域で稼働している処理施設は、令和１３年度までに稼働を終了し、令和１４年度からは、

新たな処理施設として稼働する構想になっています。また、令和１４年度における、ごみの排出

量等に関する目標値を以下のとおり掲げています。 

 

◆図表３-１３ 「鳥取県西部広域行政管理組合  一般廃棄物処理施設整備基本構想」における目標値  
 

指標 令和１４年度目標値 

a.ごみ排出量（許可資源ごみ※１量除く） ８２５．９グラム/人・日 

b.家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く） ４４０．１グラム/人・日 

c.事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く） ５９．８トン/日（西部圏域） 

※１ 許可資源ごみは、行政が処理に関与せずに排出業者が直接資源化しているごみ。 

 

※a～c の対象となるごみの内訳は下記のとおりである。 

 

a.ごみ排出量(許可資源ごみ量除く)＝ごみ排出量－事業系許可業者等搬入ごみ（資源ごみ量）

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

b.家庭系収集ごみ（資源ごみ量除く）＝家庭系収集ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

c.事業系ごみ（資源ごみ量除く）

＝事業系許可業者等搬入ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)＋事業系直接搬入ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

家庭系ごみ
収集ごみ 直接搬入ごみ

事業系ごみ
許可業者等搬入ごみ 直接搬入ごみ

集団資源回収

家庭系ごみ
収集ごみ 直接搬入ごみ

事業系ごみ
許可業者等搬入ごみ 直接搬入ごみ
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１-８ 前計画の目標達成状況 

（１）家庭系ごみ（可燃ごみ）排出量 

前計画では、「令和５年度には、令和元年度排出量実績（４５２．１ｇ/人・日）に対し５％削減

を達成するよう努める。」という目標を掲げ、令和２、３年度においては概ね目標レベルを達成し

ていました。令和４年度は４４８．９ｇ/人・日と目標レベルに達していませんが、家庭系収集ごみ

（可燃ごみ）が増加傾向にあることが要因として挙げられます。 
 

◆図表３-１４ 実績値と前計画目標値 

 
 

（２）リサイクル率 

前計画では、「令和５年度には、リサイクル率３７％以上を達成するよう努める。」という目標を

掲げ、令和２、３年度においては概ね目標レベルを達成していました。令和４年度は３２．７％と目

標レベルに達していませんが、資源物として回収される紙類の減少が要因として挙げられます。 
 

◆図表３-１５ 実績値と前計画目標値 
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１-９ ごみ処理の課題 

ごみの発生抑制・再資源化 

⚫ 令和３年度の「１人１日当たりのごみ排出量（排出原単位）」について、鳥取県市町村平

均と本町を比較すると、鳥取県市町村平均は 1,000.7 グラム/人・日に対して、本町は

740.7 グラム/人・日でした。令和３年度の「リサイクル率」について、鳥取県市町村平均と

本町を比較すると、鳥取県市町村平均は２８．５％に対して、本町は３２．９％でした。いず

れも鳥取県市町村平均より良い数値を確保しており、今後も継続していくことが重要で

す。 

⚫ 前計画目標である「家庭系ごみ（可燃ごみ）排出量」は、令和２、３年度において概ね目

標レベルを達成していましたが、令和４年度は目標レベルに達していませんでした。家庭

系収集ごみ（可燃ごみ）における１人１日当たりの排出量が増加傾向にあり、可燃ごみとし

て捨てられていると考えられる食べ残し、生ごみの削減が必要です。 

⚫ 前計画目標である「リサイクル率」は、令和２、３年度において概ね目標レベルを達成して

いましたが、令和４年度は目標レベルに達していませんでした。ペーパーレス化に伴って、

資源物として回収される紙類が減少していることが要因の１つとして挙げられます。また、

資源化の可能性のある紙類が可燃ごみとして捨てられていることも考えられるため、小雑

紙の分別回収の定着化など、さらなる分別徹底が必要です。 

⚫ 我が国は食料の多くを輸入に依存している一方で、まだ食べることができる食品を大量に

廃棄しています。令和元年１０月には「食品ロス削減推進法」が施行され、地方自治体と

して、食品ロスの削減に向けた取組みを検討する必要があります。 

⚫ 令和４年４月の「プラスチック資源循環法」施行に伴い、地方自治体は、  プラマークの

ないプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・資源化（再商品化）を検討する必要があ

ります。 
 

ごみの適正処理 

⚫ 「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」では、ごみ処理

の広域化を図るため、令和１４年度を目標に、新たな処理施設の稼働を目指しています。

今後、可能な限り、分別の統一など、広域化に向けた課題への対応を検討していく必要

があります。 
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２-１ めざすべき姿、基本方針 

本町のめざすべき姿、基本方針は以下のとおりとします。 
 

◆図表３-１６ めざすべき姿、基本方針 

 

 
 

 

（参考：国が進める循環型社会形成のイメージ） 

 

  

　（南部町のめざすべき姿）　循環型社会の実現

　ごみの発生抑制・再資源化をより推進するために、住民や事業者への啓発、周知等の取組み
を推進します。

　ごみの適正処理、災害廃棄物の迅速かつ適正処理を実現するために、計画の推進や周知等
の取組みを推進します。

　（基本方針２）　ごみ適正処理の推進

　（基本方針１）　ごみの発生抑制・再資源化

天然資源の投入
生　産

（製造・流通等）

埋立処分

消費・使用

廃　棄

５番目：適正処分

どうしても処分が必要な
ものは、適正にきちんと
処分します。

処理
（リサイクル・焼却等）

４番目：熱回収
３R＋Renewable

リ ユ ー ス

2番目： Reuse
くり返し使おう！

繰り返し使えるものは
再利用しましょう。

１番目： Reduce
ごみを減らそう！

リ デ ュ ー ス

物を大切に使いましょう（排出抑制）。
長持ちする物を作ることも大切です。

３番目：Recycle
再び資源として
利用しよう！

リ サ イ ク ル

再使用できないものも
きちんと分別して出して
再生利用しましょう。
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２-２ 将来推計と減量目標値 

（１）単純推計 

①ごみ排出量 

ごみ排出量は減少傾向にあり、令和４年度２，８４９ｔです。過去の実績を踏まえた単純推計

は、令和５年度以降も減少することが予測され、令和９年度において２，７００ｔ、令和１３年度に

おいて２，５９２ｔになる見込みです。住民１人１日当たりごみ排出量は、令和４年度７５２．０g で

あり、単純推計は、令和９年度７５９．９g、令和１３年度において７６９．６g となる見込みです。 

なお、許可資源ごみ量除いたごみ排出量、住民１人１日当たりごみ排出量についても同様な

傾向を推移しています。 
 

◆図表３‐１７ ごみ排出量の単純推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 

 住民１人１日当たりごみ排出量  
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②家庭系収集ごみ排出量 

家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、平成２５年度以降減少傾向にあり、令和４年

度において１，６９８t です。過去の実績を踏まえた単純推計は、令和５年度以降も減少すること

が予測され、令和９年度１，６０７ｔ、令和１３年度１，５３３ｔになる見込みです。 

住民 1 人 1 日当たりの家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和４年度において４４

８．２g であり、単純推計は、令和９年度４５２．３g、令和１３年度において４５５．２g となる見込み

です。 
 

◆図表３‐１８ 家庭系収集ごみ排出量の単純推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 

 住民１人１日当たりごみ排出量  
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③事業系ごみ排出量 

事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、平成２５年度～平成３０年度にかけて減少し、それ

以降は横ばい傾向にあり、令和４年度において３７３t です。過去の実績を踏まえた単純推計は、

令和５年度以降減少することが予測され、令和９年度３５１ｔ、令和１３年度３４７ｔになる見込み

です。 

１日の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和４年度において１．０２ｔであり、単純推計

は、令和９年度０．９６ｔ、令和１３年度において０．９５ｔとなる見込みです。 
 

◆図表３‐１９ 事業系ごみ排出量の単純推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 

 ごみ排出量（日量）  
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（２）目標推計 

①減量目標値 

減量対象とするごみは、家庭系収集ごみ（可燃ごみ）、事業系直接搬入ごみ（可燃ごみ）とし、

中間目標年度を令和９年度、計画目標年度を令和１３年度とします。 

家庭系収集ごみ（可燃ごみ）は、図表３-２１に示す取組みを住民へ啓発することで、令和９年

度３０g/人・日（７．２％）、令和１３年度６0g/人・日（１４．３％）削減を目指します。事業系直接

搬入ごみ（可燃ごみ）は、令和１３年度に単純推計値の５％削減することを目標とし、令和９年度

０．０２t/日（２．２％）、令和１３年度０．０５t/日（５％）削減を目指します。 

なお、国が定める「第四次循環型社会形成推進基本計画」、「鳥取県西部広域行政管理組

合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」の指標を踏まえ、令和１３年度における減量目標値

は、「ごみ排出量：７３３．４g/人・日」、「ごみ排出量(許可資源ごみ量除く)：６７１．６g/人・日」、

「家庭系収集ごみ(資源ごみ量除く)：３９４．６g/人・日」、「事業系ごみ（資源ごみ量除く）：０．９

０t/日」とします。 

 

◆図表３‐２０ 減量目標値 

 減量対象ごみの削減量と目標値  

【 A.家庭系収集ごみ（可燃ごみ） 】 
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【 B.事業系直接搬入ごみ（可燃ごみ） 】 

 
 

 減量目標値  
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（減量対象ごみの目標値）

　A.家庭系収集ごみ（可燃ごみ） [g/人・日] 415.4 418.4 388.4 420.2 360.2

　B.事業系直接搬入ごみ（可燃ごみ） [t/日] 1.00 0.92 0.90 0.91 0.864

（減量目標値）

　a.ごみ排出量 [g/人・日] 752.0 759.9 743.6 769.6 733.4

　b.ごみ排出量(許可資源ごみ量除く) [g/人・日] 695.2 700.2 683.9 707.9 671.6

　c.家庭系収集ごみ(資源ごみ量除く) [g/人・日] 448.2 452.3 422.4 455.2 394.6

　d.事業系ごみ（資源ごみ量除く） [t/日] 1.02 0.96 0.94 0.95 0.90

R9
（中間目標年度）

R13
（計画目標年度）

※aは国が定める「第四次循環型社会形成推進基本計画」における指標である。

※b～dは「鳥取県西部広域行政管理組合 一般廃棄物処理施設整備基本構想」における指標であり、各指標の対象となるごみの内訳は下記のとおりである。

A、Bは、本計画の減量対象とするごみである。

b.ごみ排出量(許可資源ごみ量除く)＝ごみ排出量－事業系許可業者等搬入ごみ（資源ごみ量）

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

c.家庭系収集ごみ（資源ごみ量除く）＝家庭系収集ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

Aの目標値

d.事業系ごみ（資源ごみ量除く）

＝事業系許可業者等搬入ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)＋事業系直接搬入ごみ(可燃ごみ＋不燃ごみ＋粗大ごみ＋その他ごみ)

可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ 可燃ごみ 不燃ごみ 資源ごみ 粗大ごみ その他ごみ

Bの目標値

直接搬入ごみ

家庭系ごみ
収集ごみ 直接搬入ごみ

事業系ごみ
許可業者等搬入ごみ

事業系ごみ
許可業者等搬入ごみ

家庭系ごみ
収集ごみ 直接搬入ごみ

直接搬入ごみ

集団資源回収
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◆図表３‐２１ 家庭系収集ごみ（可燃ごみ）の減量目標とその取組み 

 

v 調理くずは、生ごみ処理機
器やコンポストなどを利用し
て堆肥化し、家庭菜園など
に利用しましょう。

v 生ごみは、三角コーナー等
を用い、しっかり水切りを行
いましょう。

v 食事の量を良く考え、作り過ぎないよ
うにしましょう。

v 作った料理は食べ残さない様にした
り、翌日のお弁当に利用しましょう。

➢ 食べ残されたり、手付
かずのままごみ出しさ
れている食品は５％程
度あります。

目標：20グラム削減

➢ 生ごみは可燃ごみの３～4割を
占めています。

➢ 水分が多いと焼却に使用する
エネルギーが大きくなります。

目標：11グラム削減

 すべての家庭で取組みましょう。

 水切りに取組みましょう。
    ひと絞りで10％程度の水切り

排出量　20グラム

排出量　160グラム　
　 うち70％(110グラム）程度が水分です。

チャレンジ！　可燃ごみを出す前にひと工夫！

➢ 分別すれば資源化でき
る古紙や雑がみが可燃
ごみに出されています。

排出量　140グラム
　 うち資源化可能なもの20～40％程度

目標：２９グラムを資源回収へ

令和１３年度目標：６０グラム削減（うち、２９グラムは資源物へ）

v 可燃ごみは、生ごみ、プラスチックご

み、古紙類、その他のものが排出され

ています。

v その中には、分別すれば資源化できる

古紙類、水切り等により削減できる生ご

みが多く排出されています。

✓ 具体的な割合は、類似自治体による調査結果を参考としています。

（本町は、乾燥させた試料の割合を調査していますが、水分を含ん
だ試料の調査を実施していないためです。）

1人1日当たり

1人1日当たり

1人1日当たり

 古紙や雑がみを
　　　　　資源回収に出しましょう。

（重さの目安）
　新聞紙（１枚あたり）　２０グラム／牛乳パック（１リットル）　２６グラム
　ティッシュペーパーの箱　３０グラム／ハガキ　５グラム

v 決められた分別に協力し
ましょう。

v 分別しないと再資源化で
きなくなります。

5%

38%

10%

33%

14%

調理くず

160グラム

古紙類

140グラム

プラスチックごみ

40グラム

生ごみ

180グラム

43％
可燃ごみ

食べ残し

20グラム

その他

60グラム

食べ残し

20グラム

食べ残し

調理くず

古紙類
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②減量目標値を達成した場合のごみ排出量 

a）ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合のごみ排出量は、令和９年度２，６４２ｔ、令和１３年度２，４７０ｔと

なる見込みです。ごみ排出量（許可資源ごみ量除く）は、令和９年度２，４３０ｔ、令和１３年度 

２，２６２ｔとなる見込みです。 

住民１人１日当たりごみ排出量は、令和９年度７４３．６g、令和１３年度７３３．４g となる見込

みです。住民１人１日当たりごみ排出量（許可資源ごみ量除く）は、令和９年度６８３．９g、令和

１３年度６７１．６g となる見込みです。 

 

◆図表３‐２２ ごみ排出量の目標推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 
 住民１人１日当たりごみ排出量  
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b)家庭系収集ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合の家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和９年度 

１，５０１ｔ、令和１３年度１，３２９ｔとなる見込みです。 

住民１人１日当たり家庭系収集ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和９年度４２２．４g、令

和１３年度３９４．６g となる見込みです。 

 

◆図表３‐２３ 家庭系収集ごみ排出量の目標推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 

 住民１人１日当たりごみ排出量  
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c)事業系ごみ排出量 

減量目標値を達成した場合の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和９年度３４４t、

令和１３年度３３０t となる見込みです。 

１日の事業系ごみ排出量（資源ごみ量除く）は、令和９年度０．９４t、令和１３年度において０．

９０ｔとなる見込みです。 

 

◆図表３‐２４ 事業系ごみ排出量の目標推計 

 ごみ排出量（年間量）  

 

 ごみ排出量（日量）  
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③減量目標値を達成した場合のリサイクル率 

２８ページに示したとおり、可燃ごみとして排出されている古紙や雑がみ２９ｇ/人・日を資源物

として回収することで、令和９年度３５．０％、令和１３年度３７．０％になることを見込みます。 

 

◆図表３‐２５ リサイクル率の目標推計 

 

＜リサイクル率の算出方法＞ 

リサイクル率＝資源化量/（ごみ総排出量＋集団回収量） 

R ４（基 準 年 度 ）＝931t/（2,828t＋21t）*100＝32.7％ 

R ９（中間目標年度）＝925t/（2,627t＋15t）*100＝35.0％ 

R13（計画目標年度）＝913t/（2,463t＋ 7t）*100＝37.0％ 

 

 

 

 

32.7%

35.0%

37.0%

30.0%

35.0%

40.0%

R4

（基準年度）

R9

（中間目標年度）

R13

（計画目標年度）

t
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計画の体系は以下のとおりとします。具体的な施策のうち、「３キリ運動の推進」、「事業所にお

ける紙ごみ対策」は、計画期間内に重点的に取組む重点施策として位置づけます。 

 

◆図表３‐２６ 計画の体系 

 

 

 

 

　（南部町のめざすべき姿）　循環型社会の実現

　（基本方針１）　ごみの発生抑制・再資源化

　（基本方針２）　ごみ適正処理の推進

施策  １　事業系ごみの適正な監督方法の検討

施策  ４　最終処分場（民間業者）における適正処理

施策　５　災害廃棄物の適正処理

施策  ７　不法投棄の防止

施策  １　住民・事業所への啓発 

施策  ２　環境教育の充実 

施策  ７　プラスチックごみ対策 

施策  ４　３キリ運動の推進 

施策　９　事業所における紙ごみ対策 

施策１０　事業所における紙おむつ対策 

施策１１　分別収集の徹底 

施策  ３　焼却施設の適正管理

重点施策

施策  ３　  

施策  ８　指定ごみ袋制度の推進

重点施策

施策  ６　生ごみの堆肥化 

施策  ２　収集運搬体制の検討

施策  ６　環境美化の推進

施策  ５　事業系食品ロス削減 

１．啓発・教育

２．発生抑制・再資源化

１．収集・運搬

２．中間処理

３．最終処分

４．その他
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４-１ 啓発・教育 

施策１ 住民・事業所への啓発 【継続】 
 

ごみの発生抑制・再資源化を推進するためには、住民・事業所の協力なくしてはなし得ません。

本町は、ごみ問題への住民の意識向上と取組みしやすい環境づくりを進めるため、広報やホー

ムページにごみの分別やリサイクル等に関する記事を掲載しています。 

今後も地元説明会や広報等により、住民・事業所の排出抑制への理解を深めていくことが必

要です。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ 広報やホームページでは、困ったときにすぐ役立つ情報や、お問い合

わせの多い内容について情報提供します。 

住民・事業者 
⚫ 広報やホームページからの情報を活用して、具体的な取組みを実

践しましょう。 

 

施策２ 環境教育の充実 【継続】 
 

本町は、環境に配慮した考え方のできる人づくりを進めていくため、出前講座を実施していま

す。 

ごみの発生抑制・再資源化を推進するためには、住民・事業所への啓発とともに、環境教育

を充実させることが重要です。 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 公民館や小中学校で必要があれば職員が出前講座を行います。 

⚫ イベントの実施、講師の紹介等、環境教育の重要性を呼びかけま

す。 

住民・事業者 ⚫ 出前講座を積極的に活用し、取組みについて学び、実践しましょう。 
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施策３ 思いやり消費（エシカル消費）の意識醸成、取組み促進 【継続】 
 

思いやり消費（エシカル消費）とは、消費者それぞれが人や社会、地球環境に配慮したり、そう

した課題に取り組む事業者を応援しながら消費活動を行うことです。次世代へ今の環境を継承

するため、一人ひとりが意識を持って取り組むことが大切です。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ グリーン購入を推進します。 

⚫ 環境負荷の少ない製品の購入を呼びかけます。 

住民・事業者 ⚫ 購入の際は、できるだけ環境負荷の少ない製品を購入しましょう。 

 

※「グリーン購入」とは？ 

購入の必要性を十分に考慮し、品質や価格だけでなく環境や社会への影響を考え、環境

負荷ができるだけ小さい製品やサービスを、環境負荷の低減に努める事業者から優先して購

入することです。 

＜具体例＞ 

⚫ 「エコマーク」、「グリーンマーク」、「国際エネルギースターロゴ」等、第三者機関が認定

する環境物品を選択する。 

⚫ 再生材料（再生プラスチック、間伐材 等）を多く使用している物品を選択する。 

⚫ OA 機器及び家電製品等については、消費エネルギーがより小さい物品を選択する。 
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４-２ 発生抑制・再資源化 

施策４ ３キリ運動の推進 【新規】 

家庭において可燃ごみを減らすためには、食品ロスの削減、生ごみの減量化が重要です。３キ

リ運動等について、広報やホームページで紹介し、住民や事業者の啓発を図る必要があります。 
 

【各主体の役割】 

町 ⚫ ３キリ運動について、家庭や事業所での実践を啓発します。 

住民・事業者 

⚫ 食材を使いキリ、料理を食べキリ、生ごみを捨てる前に水キリをしましょ

う。 

⚫ 買い物の際は、必要な分量のみを購入するよう心がけましょう。 
 

『３キリ運動』で生ごみ削減を推進！ 

食材を使いキリ 
 

 

☑買い物前に冷蔵庫をチェック 

☑残っている食材から使う 

☑必要な分量だけ買う 

☑皮を厚くむきすぎない 

☑捨てていた部分も調理に 

料理を食べキリ 
 

 

☑食べきれる分だけ作る 

☑残り物は上手に保存・アレ

ンジして次の食事に 

☑食事はﾊｰﾌｻｲｽﾞや小盛等

食べきれる量を注文 

生ごみの水キリ 

 

 

捨てる前にギュッとひと絞り！ 

☑軽くなってごみ出しも楽ちん 

☑水が出ず持ち出し場も清潔 

 

◆生ごみ対策１ 手付かず食品・食べ残しの削減 

手付かず食品・食べ残しの量は焼却ごみの4％を占めています。 

→ 食材を使いきり、料理を食べきることで焼却ごみの4％を削減しよう。 

◆生ごみ対策２ 水切りの励行 

生ごみの重量の約7割は水分であるといわれています。 

→ 三角コーナーや水切りグッズを利用して水切りを進めましょう。 

◆水切り器による生ごみ減量効果例  ⇒ 生ごみの10～15％程度の削減が期待できます。 

水切りダイエット 生ごみカラット しぼりっ子  水切りネット 

6.9～11.0％ 19.2～30.7％ 6.6％ 8.4～11.0％ 

 

 

  

（資料：「水切りによる生ごみの減量効果調査報告書」平成24年3月埼玉県清掃行政研究会） 

 

生ごみ
の約 7 割
は水分 
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施策５ 事業系食品ロス削減 【新規】 

食品ロス量のうち、事業系食品ロスは約５割を占めています。食品リサイクル法（略称）では、

食品関連事業者（食品の製造、卸売、小売、外食あるいは結婚式場業、旅館業など）のうち、

食品廃棄物等（ちゅう芥類など）の発生量が１００トン以上となる事業者は、食品廃棄物等の発

生抑制や再生利用等を行うことと定められています。 

 

日本における食品ロス量 

 

資料：農林水産省・環境省「令和３年度推計」 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 外食時における食品ロス削減の啓発を実施します。 

⚫ フードバンク活動を紹介し、住民や事業者の意識を啓発します。 

⚫ 災害備蓄用食料の有効活用を図ります。 

住民・事業者 ⚫ 外食時は、食べきれる量を注文し、食品ロスを減らしましょう。 

 

◆フードバンク 

 

  

国民１人当たり食品ロス量

１日 約114ｇ
 茶碗１杯のご飯の量

に近い量

年間 約42kg
 年間１人当たりの米の消費量

（約５1kg）に近い量

125(24%)

13(2%)

62(12%)

80(15%)

事業系食品ロス

279(53%)



家庭系食品ロス

244(47%)

食品ロス量

523万トン

単位：万トン

食品製造業

食品卸売業

食品小売業

食品小売業

125(24%)

13(2%)

62(12%)

80(15%)

事業系食品ロス

279(53%)



家庭系食品ロス

244(47%)

食品ロス量

523万トン

単位：万トン

食品製造業

食品卸売業

食品小売業

外食産業

フードバンクとは、まだ食べられるのに処分されてしまう食品を集めて、それらを必要とす

る福祉施設や団体などに寄付する取組みです。食料資源を有効に活用し、食品ロス削減

につなげる取組みです。 
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施策６ 生ごみの堆肥化 【継続】 
 

本町では、生ごみの自家処理を推進するため、電動生ごみ処理機の無償貸出を実施してい

ます。また、電動生ごみ処理機やコンポストを購入した住民に対して、購入額の助成を実施して

います。生ごみ処理機器を普及させるために、助成制度の利用者を増やすことが必要です。 

 

◆電動生ごみ処理機等に関する助成実績の推移 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 家庭用電動生ごみ処理機の無償貸出しを行い、処理機の性能を体

験してもらうことにより生ごみの自家処理を推進します。 

⚫ 電動生ごみ処理機やコンポストの購入者を支援し、生ごみの減量化

及びリサイクルの推進の観点から生ごみの堆肥化等の推進を図りま

す。 

⚫ 「食品リサイクル法」では、多量に生ごみを発生する食品関連事業者

に対して発生抑制、再利用等を行うことが定められており、対象事業

者にその遵守を要請していきます。 

住 民 
⚫ 電動生ごみ処理機の無償貸出しや、購入額の助成制度を活用し、

生ごみの堆肥化に努めましょう。 

事業者 
⚫ 多量に生ごみが発生する食品関連事業者は、「食品リサイクル法」を

遵守しましょう。 
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施策７ プラスチックごみ対策 【見直し】 
 

環境省は、プラスチック資源循環戦略において令和１２年までに、使い捨てプラスチックを２

５％削減に向けて取組むことを推進しています。また、令和２年７月の容器包装リサイクル法改

正により、小売店などにレジ袋の有料化を義務付け、環境性能が認められるレジ袋への転換の

協力を要請しています。さらに、令和４年４月に「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する

法律」が施行され、市区町村の役割として「プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・資源化

（再商品化）」が示されました。 

本町では、   プラのマークがついている商品等を「軟質プラスチック類」として分別収集して

いますが、今後は、   プラマークのないプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・資源化（再

商品化）について、鳥取県西部広域行政管理組合と連携して検討することが必要です。 

 

◆製品プラスチック（   プラマークがないもの）の例 

「不燃ごみ及び不燃粗大ごみ」の中で資源化適用の可能性があるもの（具体例） 

バケツ、おもちゃ、ハンガー、ほうき、ちりとり、弁当箱、コップ、ごみ箱、植木鉢など（プラスチック

製のものに限る） 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ レジ袋の排出を抑制するため、住民に対してマイバック持参の呼びか

けを行います。 

⚫ トレイについては、小売店に対して店頭回収を実施するよう要請しま

す。 

⚫ 販売店に対して、「裸売りの推進」、「詰め替え製品の消費拡大」、「リ

ターナブルびん製品の陳列」等について要請します。 

⚫    プラマークのないプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・資

源化について、鳥取県西部広域行政管理組合と連携して検討しま

す。 

住 民 

⚫ 買い物の際は、マイバックを持参しましょう。 

⚫ トレイの店頭回収をしている協力店を利用しましょう。 

⚫ 分別を徹底し、資源化（再商品化）に協力しましょう。 

事業者 
⚫ 販売事業者はレジ袋の無料配布を中止するなど、住民、行政の取

組みに協力しましょう。 
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施策８ 指定ごみ袋制度の推進 【継続】 
 

本町は、指定ごみ袋制度を導入しています。今後も、ごみ処理手数料に関する調査等を継

続して行い、制度のあり方について検討する必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ ごみ処理手数料に関する調査・検討を行います。 

住 民 
⚫ ごみ処理費用の一部を負担しているということを理解し、ごみの排出

量をできるだけ減らしましょう。 

 

施策９ 事業所における紙ごみ対策 【継続】 
 

事業所から発生する一般廃棄物の多くは、紙ごみです。不要になった紙を安易にごみにせず、

再資源化をすることは森林資源の確保のためにも重要です。 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 紙ごみを多量に排出する事業所に対して、独自で回収業者と契約

し、資源化が行えるよう情報提供を行うとともに、古紙回収の推進に

ついて要請します。 

事業者 ⚫ 紙ごみの資源化に協力しましょう。 

 

施策１０ 事業所における紙おむつ対策 【継続】 
 

本町の医療機関等から発生する使用済み紙おむつの一部は、伯耆町の紙おむつ燃料化施

設で資源化し、有効利用を図っています。可燃ごみを減らすためには、可燃ごみの資源化を継

続していくことが必要です。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ 事業所から排出される紙おむつは、伯耆町清掃センターに直接搬入

とし、ペレット化の促進を行います。 

事業者 
⚫ 紙おむつが排出される場合は、伯耆町清掃センターに直接搬入し、

ペレット化に協力しましょう。 
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施策１１ 分別収集の徹底 【継続】 
 

本町では、「ごみの分け方・出し方」を作成し、ホームページへ掲載するなど、住民への分別

周知を図っています。 

現状の分別精度を維持・向上するために、継続した啓発活動を行うとともに、平成２９年より

実施している小雑紙の分別回収を定着させる必要があります。 
 

＜ごみの分け方・出し方＞               ＜小雑紙の分別＞ 

【各主体の役割】 

町 

⚫ PTA、子ども会等が団体でリサイクルする事業を支援し、集団回収活

動を維持します。 

⚫ 缶類、ペットボトル、古紙類等資源ごみ及び再生用資源ごみの現在

の分別をさらに徹底します。 

⚫ 軟質プラスチック類、小雑紙の分別回収を拡大し、固形燃料への再

利用を推進します。 

⚫ 衣類・布団等の分別回収を定着させ、固形燃料の原材料としての再

生利用を推進します。 

⚫ 木(剪定枝、枝葉)・木製品の木質チップ化の再利用を推進します。 

⚫ 分かりやすい分別方法等の周知のため、テノヒラ役場のごみ分別チャ

ットボットの活用を促進します。 

住民・事業者 ⚫ ごみの分別に協力しましょう。 

 透明の袋に入れてください。
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５-１ 収集・運搬 

施策１ 事業系ごみの適正な監督方法の検討 【継続】 
 

事業系一般廃棄物の搬入は、事業者自らが行うか、本町が許可する収集運搬許可業者に

より行っています。 

事業者に対する排出者処理責任に関する指導を継続するとともに、分別徹底を行うよう排出

事業者あるいは収集運搬許可業者に対し指導を継続する必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 ⚫ 事業者に対して、排出者処理責任に関する指導を行います。 

事業者 ⚫ 分別ルールに基づき、ごみ出しをしましょう。 

 

施策２ 収集運搬体制の検討 【見直し】 
 

家庭系ごみは委託業者により収集を行い、事業系ごみは許可業者により収集を行っています。 

また、小型家電はこれまで不燃ごみとして収集していましたが、小型家電には鉄、アルミなどの

有用な金属が含まれており、小型家電リサイクル法に基づいた資源化の促進が必要です。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ 現行の収集運搬体制を継続します。 

⚫ 小型家電製品の拠点回収を行います。 

住民・事業者 ⚫ 分別ルールに基づき、ごみ出しをしましょう。 
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５-２ 中間処理 

施策３ 焼却施設の適正管理 【継続】 
 

南部町・伯耆町清掃施設管理組合クリーンセンターでは、本町及び伯耆町で排出された可

燃ごみを処理しています。 

西部圏域では、令和１４年度から広域化による施設の集約化を目指しており、供用開始まで、

現行施設の適正管理を図る必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 
⚫ 南部町・伯耆町清掃施設管理組合と連携して適正な維持管理を行

います。 

住民・事業者 
⚫ 分別ルールに基づき、ごみ出しをしましょう。 

⚫ 生ごみは、水を切って出しましょう。 

 

５-３ 最終処分 

施策４ 最終処分場（民間業者）における適正処理 【継続】 
 

本町では、ごみ処理を行っている鳥取県西部広域行政管理組合リサイクルプラザから排出さ

れる不燃物残渣を環境プラント工業一般廃棄物第２最終処分場に埋立処分しています。 

令和１４年度からのごみ処理施設の集約化と併せ、最終処分場についても整備予定であり、

最終処分量のさらなる減量化に努める必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 ⚫ 適切に分別されるように、住民・事業者への啓発を行います。 

住民・事業者 ⚫ 分別ルールに基づき、ごみ出しをしましょう。 
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５-４ その他 

施策５ 災害廃棄物の適正処理 【継続】 
 

東日本大震災等を踏まえ、平時から、災害時への対応を準備しておくことが求められています。

災害時は状況に応じて、県、近隣市町村、関係業者などに対して応援要請が必要となるため、

関係機関との連携体制を構築していくことが重要です。 

本町は、「南部町地域防災計画」に定めた清掃計画に基づいて、災害時に発生するごみを適

正に処理することとしていますが、今後は、南部町災害廃棄物処理計画の策定に向けた検討を

行う必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 南部町災害廃棄物処理計画の策定を検討します。 

⚫ 鳥取県、鳥取県西部広域行政管理組合、周辺市町村及び関係団

体との協力体制の整備を図ります。 

住民・事業者 ⚫ 災害時にごみが発生した場合は、町の定める計画に準じましょう。 

 

施策６ 環境美化の推進 【継続】 
 

ごみのない快適なまちづくりを推進するため、住民、住民団体、ボランティア及び事業者等によ

り、清掃活動が実施されています。環境美化をより促進するため、支援の充実、関係者の連携

強化を図る必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 町内一斉清掃や地域での実践活動を促進します。 

⚫ 環境美化団体等の環境保全団体へ支援を行います。 

⚫ 住民、住民団体、ボランティア及び事業者等との連携を強化します。 

住民・事業者 ⚫ 清掃活動等に参加・協力しましょう。 
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施策７ 不法投棄の防止 【継続】 
 

ごみの不法投棄を防止するため、不法投棄監視パトロール、関係機関と連携した監視等を実

施しています。 

不法投棄をより少なくするため、現在実施していることを継続するとともに、関係機関との協力

体制の強化を図る必要があります。 

 

【各主体の役割】 

町 

⚫ 不法投棄監視パトロールを実施します。 

⚫ 集落、鳥取県等との連携による不法投棄の監視及び通報体制を強

化します。 

⚫ 米子警察署との連携による不法投棄原因者の究明及び原因者への

指導を行います。 

⚫ 広報誌、ホームページ、テノヒラ役場、啓発看板の設置などによる不

法投棄防止を啓発します。 

住民・事業者 
⚫ ポイ捨て及び不法投棄防止に協力しましょう。 

⚫ 不法投棄を発見したら、テノヒラ役場で役場に通報しましょう。 

 

 
※テノヒラ役場とは？ 

役場の開庁時間に関係なく、スマホの

LINE から住民の都合の良い時間に各種

手続きが行えるサービスです。 
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第４章 計画の進行管理 

本計画では、Plan（計画の策定）、Do（施策の実行）、Check（評価）、Act（見直し）を行う

PDCA サイクルの概念を利用し、計画の進行管理を行うものとします。 

 

◆図表４-１ PDCA サイクルのイメージ 

 

 

 


